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健康食品にも種類があります

での健康被害が報告されています！「いわゆる健康食品」

健康に対する関心が高まるなかで、様々な健康食品が販売され、利用されています。
体に良いと言われることもある健康食品ですが、一部の利用者から健康被害が報告されている

ことを知っていますか？ 今号では、健康食品について紹介します。

健康食品とは、法律上の定義はなく、「健康の保持増進に役立つ」などの表現で販売される食品や、そのよ
うな効果を期待して摂られる食品全般を指しています。
健康食品は、一定の決まりを守っていて、 機能性を表示できる 「保健機能食品」と、それ以外の、 機能性

を表示できない 「いわゆる健康食品」の大きく2つに分けられます。

健康食品の中でも、「いわゆる健康食品」には、安全性や有効性の科学的根拠がない製品があり、一部の製品の
利用者からは健康被害が報告されています。

とくに注意が必要であるのが、故意に医薬品成分を添加した違法な製品です。インターネッ
トや個人輸入で海外から入手されることが多く、成分の量や種類によっては、死亡事例を含む
重大な健康被害を引き起こすことがあります。「いわゆる健康食品」を利用する前に、厚生労
働省HP(健康被害情報・無承認無許可医薬品情報)などを参考にしましょう。
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保健環境研究所では
　　　　　　　　　の検査や調査を行っています「いわゆる健康食品」

を利用する前に「いわゆる健康食品」

①医薬品成分の検査と②品質（崩壊性）の実態調査について紹介します。

「いわゆる健康食品」 は、多くの人での何年にも及ぶ長期間の科学的研究が少なく、安全性や有効性が確立
しているとはいえません。また、長期間・大量摂取や、服用する人 （高齢者、子ども、妊婦、病気の人)によって、
健康被害につながる恐れもあります。
「いわゆる健康食品」だけに頼ることなく、健康の保持・増進の基本である、バランスの良い食生活、適度な
運動、休養・睡眠を心がけましょう。

①医薬品成分の検査
「いわゆる健康食品」に医薬品成分を添加することは違法で
す。当研究所では、平成25年度から福岡市内を流通する「いわ
ゆる健康食品」について、特に検出事例の多い医薬品7成分(強
壮剤4成分、痩身剤3成分)が混入していないかの検査を行って
います。平成29年度までで50検体を検査し、全ての検体にお
いて、医薬品成分は検出されませんでした。

②品質（崩壊性）の実態調査
噛まずに飲む錠剤などの固形の食品が体内で吸収されるためには、体内で崩れ、細かくなる必要がありま

す。医薬品は、一定の品質のもののみを提供するために、製造管理の規格や品質試験方法が法律で定められ
ており、その1つとして、規定時間内に崩壊するかを確認する崩壊試験があります。

一方、「いわゆる健康食品」には、医薬品と似た錠剤やカプセル状の形をしている製品もありますが、品質 
試験の義務はありません。そこで、福岡市内で購入した「いわゆる健康食品」21検体（カプセル剤7検体、錠剤
13検体、丸剤1検体）について、崩壊試験を行いました。
その結果、21検体中、錠剤及び丸剤の11検体が、医薬品で定められる規定時間以内に崩壊しませんでした。この

結果から、一部の「いわゆる健康食品」は、摂取しても体内で崩壊せず、吸収されにくい可能性が考えられます。

医薬品成分の検査機器

LC-MS/MS LC-QTOFMS

崩壊試験器 試料をガラス管にいれ、溶液中で上下に動かし、崩壊させる。


